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３度目の緊急事態宣言！ 
どのような行動をとるのが良いのか 
自らしっかり考えていきましょう。 

４月 25 日から５月１１日まで、大阪府を含めた４都府県に３度目の緊急事態宣言が発出さ

れました。飲食店や大規模商業施設などへの休業要請、大規模イベントの無観客開催など、社

会全体の人の流れを抑える措置が要請されています。 

1,000 人を超す新型コロナウイルス感染症の新規陽性者が連日判明し、重症患者数が急増

し医療非常事態と言われる中で出された宣言です。１度目、２度目とはまた異なる困難な状況

を打開するための措置です。大学の授業等は原則オンラインとされる一方で、小中学校では、

一部オンライン授業を実施する市はあるものの、守口市をはじめ多くの市町村では、感染予防

対策に最大限配慮しつつ、通常の教育活動を実施することが決定されました。 

今回の感染急拡大の背景には、変異ウイルスが大きく影響していると言われています。この

変異ウイルスの特徴は、感染力がこれまでよりも強く重症化するスピードも速い、40 代や 50

代・基礎疾患のない方でも重症化する、子どもの感染率が従来よりも高いことです。 

現在、医療現場は大変な状況で、コロナの対応のため、通常の医療行為にも大きな影響が出

ています。コロナはもちろん、病気になっても治療を受けられない状況がすぐ目の前に来てい

るとも言われています。 

この「医療崩壊」を何とか食い止める必要があるための措置が今回の緊急事態宣言です。感

染を拡げないことが私たちにできることです。手洗い・マスクやソーシャルディスタンス、換

気・黙食等を徹底してください。また、緊急事態宣言中の不要不急の外出はさけてください。 

子どもは無症状なので、知らない間に感染を拡げている可能性がある

とも言われています。感染が拡大するにつれ、命の危険にさらされる方

も多くなります。一日も早く、感染拡大に歯止めをかけ、通常の日常生

活を取り戻さなくてはいけません。部活動の公式試合や学校祭体育の部

も控えています。生徒のみなさん一人一人の自覚を持った行動が求めら

れています。 

共に学び共に育ち未来を切り拓くたくましい生徒の育成 
学校教育目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な予定     

5/6(木)身体測定    5/25(火)体育の部・予備日 

5/7(金)心臓検診１次（１年）  5/26(水)体育の部・代休 

生徒総会向けの学級討議  5/27(木)全国学力学習状況調査（３年） 

5/17(月)体育の部・団結式         避難訓練 

5/19(水)全体練習    5/28(金)各種委員会 

5/20(木)体育の部・予行   5/31(月)教育実習開始・生徒朝礼 

検尿２次    6/1(火)心臓検診２次（対象者） 

5/22(土)学校祭体育の部   6/2(水)耳鼻科検診（１・３年） 

       6/4(金)歯科検診（１年）・各種委員会  

 

 

 

 

就学援助の書類を受け付けています。 

５/31(月)を提出期限として市就学援助制度の申請受付を行っています（4/21 申請書類

配布済）。制度の利用を希望される方はご提出ください。なお、申請書を提出されたご家庭

には受領書をお渡ししておりますので、ご確認ください。制度利用の認否については７月末

日までに市教育委員会より通知される予定です。 

  

 

 

 

 

 

 

1人１台の iPad端末について 

昨年度 1 人１台 iPad 端末が整備され、授業で活用しています。現在、

長期休業時をはじめとする持ち帰りに向けて、同意書の提出をお願いして

いるところです。また、「モバイルルータ・シムカードの貸出申請」も受

け付けています（ただし、この貸出は、長期休業時と感染症等の出席停止

期間に限定され、日常的に貸し出されるものではありません）。 

持ち帰り条件が整い次第、家庭での調べ学習や、反復学習、授業のズーム配信等に

活用し、学ぶ意欲の向上に向けた取り組みをさらに進めていきます。 

ただ、気を付けていただきたいのが iPad の取扱いです。本体・附属品を含めると

４万円を超える非常に高価な機材です。大切に扱うよう学校でも指導いたしますが、

ご家庭でもご協力をお願いいたします。また、万が一の破損や故障の場合、通常故障

であれば、市が修理することになりますが、故意や過失の場合は保護者の方にご負担

をお願いする可能性もあります。保険等の対象になるかどうかについて、市教委や

PTA 損害賠償保険担当部署とも協議・調整を進めておりましたが、現時点では、ご

家庭でご対応いただくことになるとの回答を得ております。大阪府 PTA 協議会より

案内の「総合保障制度」で対応できると聞いておりますが、ご家庭で加入されている

自動車損害賠償保険等で対応可能な場合もありますのでご確認ください。 

なお、iPad はじめ、教育アカウントサービスを導入した学習にかかる

個人情報の取扱いについては教育センターのホームページにまとめられ

ていますのでご一読ください（左の QR コードを活用してください）。 

 

※ 新型コロナウイルス感染状況で行事を変更する場合があります。 


